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今後の進め方（案） 

■新たな運行形態における計画検討から合意形成までの流れ 

17 

申請・許認可手続き 
運行準備 

第１～５回堺市地域公共交通会議で 
検討した新たな運行形態の計画内容 

沿線自治会に計画の概要説明と     
ルート・バス停の位置等の調整 

堺市自治連合協議会を通じて        
内容の説明及び周知 

地域の意見を反映させた運行計画を策定 

第６回堺市地域公共交通会議       
における合意 

実証運行 



実証運行（案） 18 

■スケジュール 

利用実態調査（利用状況） 

利用者意見等の把握
（アンケートなど） 

6ヶ月目 1年目 実証運行
開始 

実証運行 

1年6ヶ月目 2年目 

運行継続条件を
満たしているか 

※数回見直しを行っても「運行継続条件」を満たさない
路線は本格運行に移行せずに廃止することも検討 

■目的 
計画内容の妥当性を検証し、需要や地域ニーズに応じた見直し・改善を経て、より実効性の高い運行形態
として本格運行へ移行することを目的として行う。期間は２年間を予定。 
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・運行内容の見直し 

・見直し後の運行内容で運行 

★評価 

本格運行へ 

★評価 

・運行内容の見直し 

・見直し後の運行内容で運行 

運行継続条件 

の設定 

★ 


